
定時株主総会
招集ご通知

証券コード：4047

関東電化工業株式会社

2020年6月26日（金曜日）午前10時
（受付開始時間：午前9時00分）

日 時 目 次

第113回定時株主総会招集ご通知 .......................１
（添付書類）
・事業報告 ...............................................................................３
・連結計算書類 ................................................................. 23
・計算書類 ............................................................................ 26
・監査報告書 ...................................................................... 29
株主総会参考書類 ........................................................... 35
・第1号議案 取締役9名選任の件
・第2号議案 監査役4名選任の件
・第3号議案 補欠監査役1名選任の件
・第4号議案 取締役に対する株式報酬等の額

および内容決定の件

場 所 東京都千代田区丸の内二丁目3番2号
郵船ビルディング5階
当社本店会議室

書面（議決権行使書用紙）による議決権行使期限

2020年6月25日（木曜日）
午後5時30分到着分まで

※会場が昨年と異なっておりますので、末
尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照
くださいますようお願い申しあげます。

第113回

■ 新型コロナウイルス感染予防に関するお知らせ
本株主総会にご出席される株主様は、株主総会開
催日現在の感染状況やご自身の体調をお確かめの
うえ、マスク着用などの感染予防にご配慮いただ
きますようご協力のほどお願い申しあげます。
議決権の行使は、議決権行使書の郵送による方法
もございますので、ご活用ください。
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証券コード 4047

2020年６月10日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内二丁目3番2号

関東電化工業株式会社
代表取締役社長 長谷川淳一

第113回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、当社第113回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手

数ながら後記株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対す

る賛否をご表示いただき、2020年６月25日（木曜日）午後５時30分までに到着するようご送

付くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記
１．日 時 2020年６月26日（金曜日）午前10時

２．場 所 東京都千代田区丸の内二丁目3番2号

郵船ビルディング５階 当社本店会議室
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３．目的事項

報告事項 １．第113期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）事業報告の内容、

連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査

結果報告の件

２．第113期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）計算書類の内容

報告の件
決議事項

第１号議案 取締役９名選任の件

第２号議案 監査役４名選任の件

第３号議案 補欠監査役１名選任の件

第４号議案 取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
１．当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し

あげます。

２．当日当社では、軽装（クールビズ）にて対応させていただきますので、ご了承賜りますようお願い申しあげ

ます。株主の皆様におかれましても軽装にてご出席ください。

３．本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、連結計算書類の「連結注記表」および計算書類の「個別注記

表」につきましては、法令および当社定款第14条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト

（https://www.kantodenka.co.jp/）に掲載しておりますので、本招集ご通知には記載しておりません。

なお、上記書類は、本招集ご通知に添付した他の書類とともに、会計監査人および監査役の監査対象となっ

ております。

４．株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、インターネット

上の当社ウェブサイト（https://www.kantodenka.co.jp/）に掲載させていただきます。
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6,655

第112期
（2018年度）

第113期
（2019年度）

（単位：百万円）売上高

6,818

(添付書類)
事 業 報 告
（2019

2020
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

１．企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過およびその成果

当期におけるわが国経済は、各種政策の効果もあり、緩やかな回復基調が続いておりました
が、新型コロナウイルス感染症の影響により、足下の景気は大幅に下押しされており、厳しい
状況にありました。海外においても、新型コロナウイルス感染症の世界的大流行の影響によ
り、経済活動が抑制されており、足下の景気は急速に減速しました。
化学工業におきましても、新型コロナウイルス感染拡大の影響による物流の停滞、中国経済

の減速等もあり、引き続き厳しい事業環境にありました。
このような情勢下におきまして、当社グループは、基礎化学品事業、精密化学品事業および

鉄系事業の収益力を強化するとともに、当社の強みであるフッ素関連技術を活かした新規製品
の開発に取り組んでまいりました。
当期の売上高は、主に精密化学品事業部門が減収となったため、536億79百万円と前期に

比べ15億21百万円、2.8%の減少となりました。損益につきましては、経常利益は、78億40
百万円と前期に比べ17億49百万円、18.2%の減少となり、親会社株主に帰属する当期純利益
は、50億21百万円と前期に比べ15億31百万円、23.4%の減少となりました。

セグメント別の概況は、次のとおりであります。

基礎化学品事業部門
無機製品
か性ソーダは、前期並の売上高となりました。塩酸は、販売数量の
減少により、前期に比べ減収となりました。
有機製品
塩素系有機製品につきましては、トリクロールエチレンは、前期並
の売上高となりました。パークロールエチレンは、販売数量の減少
により、前期に比べ減収となりました。
以上の結果、基礎化学品事業部門の売上高は、66億55百万円とな
り、前期に比べ1億63百万円、2.4%の減少となりました。営業損益
につきましては、営業利益1億29百万円となり、前期に比べ1億42
百万円、52.4%の減少となりました。
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39,953

第112期
（2018年度）

第113期
（2019年度）

（単位：百万円）売上高

41,400

2,393

第112期
（2018年度）

第113期
（2019年度）

（単位：百万円）売上高

2,483

第112期
（2018年度）

第113期
（2019年度）

（単位：百万円）売上高

2,4212,341

精密化学品事業部門
特殊ガス製品
半導体・液晶用特殊ガス類につきましては、三フッ化窒素は、販売
数量の減少により、前期に比べ減収となりました。六フッ化タング
ステンは、販売数量の減少と販売価格の低下により、前期に比べ減
収となりました。ヘキサフルオロ-1,3-ブタジエンは、販売数量の増
加により、前期に比べ増収となりました。
電池材料製品
電池材料の六フッ化リン酸リチウムは、販売数量の減少により、前
期に比べ減収となりました。
以上の結果、精密化学品事業部門の売上高は、399億53百万円と
なり、前期に比べ14億47百万円、3.5%の減少となりました。営業
損益につきましては、原材料価格は低下したものの、製造固定費の
増加等により、営業利益68億50百万円となり、前期に比べ15億01
百万円、18.0%の減少となりました。

鉄系事業部門
複写機・プリンターの現像剤用であるキャリヤーは、前期に比べ若
干の減収となりました。鉄酸化物は、着色剤の販売減少により、前
期に比べ減収となりました。
以上の結果、鉄系事業部門の売上高は、23億93百万円となり、前
期に比べ90百万円、3.6%の減少となりました。営業損益につきまし
ては、営業利益3億97百万円となり、前期に比べ66百万円、14.3%
の減少となりました。

商事事業部門
商事事業につきましては、化学工業薬品の販売増加により、前期に
比べ増収となりました。
以上の結果、商事事業部門の売上高は、24億21百万円となり、前
期に比べ79百万円、3.4%の増加となりました。営業損益につきまし
ては、営業利益1億37百万円となり、前期に比べ10百万円、8.4%の
増加となりました。
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第112期
（2018年度）

第113期
（2019年度）

（単位：百万円）売上高

2,2552,155

設備事業部門
化学設備プラントおよび一般産業用プラント建設は、請負工事の増
加により、前期に比べ増収となりました。
以上の結果、設備事業部門の売上高は、22億55百万円となり、前
期に比べ99百万円、4.6%の増加となりました。営業損益につきまし
ては、営業利益5億51百万円となり、前期に比べ2億08百万円、
61.0%の増加となりました。

（2）設備投資および資金調達の状況
設備投資の総額は、101億99百万円でありました。
その主な内容は、特殊ガス製品の製造設備増強などであります。
これらの所要資金は、自己資金および借入金により賄いました。

（3）対処すべき課題
今後の見通しにつきましては、新型コロナウイルスの感染拡大が、内外経済をさらに下振れ

させるリスクや、金融資本市場の変動リスク等にも留意する必要があり、先行きの不透明感は
依然として強く、経営環境は厳しい状況が続くものと思われます。
このようななか、当社グループは、2019年度より、新中期経営計画「Journey to 1000」

をスタートさせております。本計画においては、精密化学品事業の拡大推進と競争力を育成す
るとともに、新事業創出による成長基盤の強化を目標とします。2024年度の連結売上高
1,000億円達成を目指すため、「精密化学品事業の拡大推進」、「生産技術力の底上げ」、「新規
事業の早期創出」、「グループ総合力強化」、「ESGシフトと企業価値向上」を図ってまいりま
す。
また、「安全第一主義」、「稼ぐ関東電化の実現」、「全員開発」を企業活動の基本課題とし、

10年後のありたい姿を見据え、安定した経営基盤のもと、安全で働きがいを実感できる環境
を提供し、独自性・優位性のある製品で世界最先端の技術を支え、社会に貢献する「創造的開
発型企業」を目指してまいります。

株主各位におかれましては、今後ともなお一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し
あげます。
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売上高 （単位：百万円）

第113期
（2019年度）

経常利益 （単位：百万円）

第113期
（2019年度）

親会社株主に帰属する当期純利益 （単位：百万円）

第113期
（2019年度）

53,679
46,042

51,309

第110期
（2016年度）

第111期
（2017年度）

第112期
（2018年度）

55,200 7,840

9,416 8,996

第110期
（2016年度）

第111期
（2017年度）

第112期
（2018年度）

9,590

5,021

6,686
6,116

第110期
（2016年度）

第111期
（2017年度）

第112期
（2018年度）

6,552

総資産 （単位：百万円）

第113期
（2019年度）

1株当たり当期純利益 （単位：円）

第113期
（2019年度）

84,061

60,790
70,621

第110期
（2016年度）

第111期
（2017年度）

第112期
（2018年度）

81,601

87.29

116.24
106.33

第110期
（2016年度）

第111期
（2017年度）

第112期
（2018年度）

113.91

（4）財産および損益の状況の推移

区 分
第110期 第111期 第112期 第113期
2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

売 上 高 （百万円） 46,042 51,309 55,200 53,679
経 常 利 益 （百万円） 9,416 8,996 9,590 7,840
親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益 （百万円） 6,686 6,116 6,552 5,021

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 116円24銭 106円33銭 113円91銭 87円29銭
総 資 産 （百万円） 60,790 70,621 81,601 84,061
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（5）重要な子会社の状況（2020年３月31日現在）

会 社 名 資本金 当 社 の
出 資 比 率 主要な事業内容

関 電 興 産 株 式 会 社 10百万円 100.0％ 化学工業薬品の販売および容器整備
株 式 会 社 上 備 製 作 所 120百万円 49.4％ 化学工業用設備の製作販売
森 下 弁 柄 工 業 株 式 会 社 27百万円 99.3％ 鉄酸化物の製造販売
関東電化ＫＯＲＥＡ株式会社 300百万ウォン 90.0％ フッ素化合物の販売
台灣關東電化股份有限公司 7百万NTドル 100.0％ フッ素化合物の販売
関東電化ファインプロダクツ韓国株式会社 21,500百万ウォン 100.0％ フッ素化合物の製造販売
宣 城 科 地 克 科 技 有 限 公 司 421万USドル 95.0％ フッ素化合物の製造販売
（注）当事業年度において、宣城科地克科技有限公司を設立し、新たに重要な子会社に含めております。

（6）主要な事業内容（2020年３月31日現在）

セグメント 主 要 製 品 等 売 上 高
構 成 比

基 礎 化 学 品 事 業

（無機製品）
か性ソーダ、塩酸、次亜塩素酸ソーダ、塩化アルミニウム等
（有機製品）
トリクロールエチレン、パークロールエチレン、塩化ビニリデン、シク
ロヘキサノール等

12.4％

精 密 化 学 品 事 業

（特殊ガス製品）
六フッ化硫黄、四フッ化炭素、三フッ化メタン、六フッ化エタン、三フ
ッ化窒素、ヘキサフルオロ-1,3-ブタジエン、八フッ化プロパン、六フッ
化タングステン、四フッ化ケイ素、三フッ化塩素、八フッ化シクロブタ
ン、モノフルオロメタン、硫化カルボニル、五フッ化ヨウ素等
（電池材料製品）
六フッ化リン酸リチウム、ホウフッ化リチウム等
（他製品）
有機フッ素化合物等

74.4％

鉄 系 事 業 キャリヤー、マグネタイト、顔料等 4.5％
商 事 事 業 化学工業薬品販売、容器整備、保険代理店業務等 4.5％
設 備 事 業 工場プラント建設、工場設備保全工事等 4.2％
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（7）主要な営業所および工場（2020年３月31日現在）
①当社 本 店 ： 東京都千代田区丸の内二丁目3番2号

営業所 ： 大阪支店、名古屋営業所
工 場 ： 渋川工場（群馬県）、水島工場（岡山県）
研究所 ： 総合開発センター（群馬県）、渋川開発室（群馬県）、

水島開発室（岡山県）

②子会社 関電興産株式会社（東京都、群馬県、岡山県）、
株式会社上備製作所（東京都、群馬県、岡山県）、
森下弁柄工業株式会社（三重県、東京都、大阪府、愛知県）、
関東電化KOREA株式会社（韓国）、
台灣關東電化股份有限公司（台湾、シンガポール）、
関東電化ファインプロダクツ韓国株式会社（韓国）、
宣城科地克科技有限公司（中国）

（8）従業員の状況（2020年３月31日現在）
セグメント 従業員数 前期末比増減

基 礎 化 学 品 事 業 48名 1名減
精 密 化 学 品 事 業 424名 32名増
鉄 系 事 業 50名 5名減
商 事 事 業 42名 2名減
設 備 事 業 101名 1名増
全 社 （共 通） 227名 8名増
合 計 892名 33名増

（9）主要な借入先（2020年３月31日現在）
借 入 先 借入金残高

百万円
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 4,825
株 式 会 社 群 馬 銀 行 4,033
朝 日 生 命 保 険 相 互 会 社 3,490
株 式 会 社 中 国 銀 行 2,802
三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 2,400
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２．当社株式に関する事項（2020年３月31日現在）
（1）発行可能株式総数 200,000,000株
（2）発行済株式の総数 57,546,050株（うち自己株式22,573株）
（3）株主数 5,497名
（4）大株主（上位10名）

株 主 名
当社への出資状況

持株数 出資比率
千株 ％

日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス 信 託 銀 行
株 式 会 社 （信 託 口） 4,549 7.91

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行
株 式 会 社 （信 託 口） 3,676 6.39

朝 日 生 命 保 険 相 互 会 社 3,570 6.21

日 本 ゼ オ ン 株 式 会 社 3,550 6.17

バンク オブ ニューヨーク ジーシーエム
クライアント アカウント ジエイピーアールデイ
ア イ エ ス ジ ー エ フ イ ー―エ イ シ ー

2,468 4.29

Ｊ．Ｐ．MORGAN SECURITIES PLC FOR
AND ON BEHALF OF ITS CLIENTS
JPMSP RE CLIENT ASSETS-SEGR ACCT

1,667 2.90

株 式 会 社 群 馬 銀 行 1,600 2.78

株 式 会 社 中 国 銀 行 1,400 2.43

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,202 2.09

株 式 会 社 Ａ Ｄ Ｅ Ｋ Ａ 1,148 2.00

（注）出資比率は自己株式（22,573株）を控除して計算しています。
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３．会社役員に関する事項
（1）取締役および監査役の氏名等（2020年３月31日現在）

地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況
代 表 取 締 役 会 長 山 下 史 朗
代 表 取 締 役 社 長 長谷川 淳 一 事業本部長、内部監査室、統括業務部担当
取締役常務執行役員 高 池 幸 雄 法務・総務部、人事部、経理財務部、情報システム部担当
取締役常務執行役員 石 井 冬 彦 技術本部長兼新製品開発本部長、資材部担当
取 締 役 執 行 役 員 矢 島 武 明 経営企画部、海外事業推進部担当
取 締 役 執 行 役 員 山 口 安 成 渋川工場長兼渋川工場生産技術部長
取 締 役 松 井 秀 樹 丸の内総合法律事務所共同代表弁護士
取 締 役 杉 山 正 治
取 締 役 羽 深 等 国立大学法人横浜国立大学大学院工学研究院 機能の創生

部門 教授
国立大学法人横浜国立大学理工学部副学部長

常 勤 監 査 役 鈴 木 洸
常 勤 監 査 役 浦 本 邦 彦
監 査 役 古 河 直 純 日本ゼオン株式会社代表取締役会長
監 査 役 木 村 博 紀 朝日生命保険相互会社代表取締役社長

日本ピストンリング株式会社社外監査役
横浜ゴム株式会社社外監査役

（注）１．取締役松井秀樹氏、杉山正治氏、羽深 等氏は社外取締役であります。また、松井秀樹氏、杉山正治
氏、羽深 等氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

２．監査役古河直純氏、木村博紀氏は社外監査役であります。また、古河直純氏、木村博紀氏は東京証券
取引所の定めに基づく独立役員であります。

３．浦本邦彦氏は当社法務・総務部門における長年の経験があり、法務、財務および会計に関する相当程
度の知見を有しております。

４．当該事業年度中の役員の異動は次のとおりであります。
退任：2019年６月27日開催の第112回定時株主総会終結の時をもって、髙橋信貴氏、森崎一男氏

は取締役を退任し、川田秋穂氏は監査役を辞任いたしました。
就任：2019年６月27日開催の第112回定時株主総会において、山口安成氏、羽深 等氏は取締役

に、鈴木 洸氏は監査役に新たに選任され、就任いたしました。

（2）責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役および社外監査役との間では、会社法第427条第１項に基づき、同法第

423条第１項に定める責任について、会社法第425条第１項各号に定める金額の合計額を限度
とする契約を締結しております。
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（3）取締役および監査役の報酬等の総額
区 分 人 数 報酬等の額
取 締 役

（うち社外取締役）
11名
（3名）

245百万円
（11百万円）

監 査 役
（うち社外監査役）

5名
（2名）

46百万円
（8百万円）

合 計
（うち社外役員）

16名
（5名）

292百万円
（19百万円）

（注）１．上記には2019年６月27日開催の第112回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役２名および
辞任した監査役１名を含んでおります。

２．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
３．役員賞与は、第100回定時株主総会にて決議した所定の算式（8,000万円を上限として、当事業年度
の当社経常利益の0.8％とする。ただし、当事業年度の当社経常利益が10億円未満の場合は、取締役
賞与を支給しない。）に従って計算しており、取締役の報酬等の額に、役員賞与59百万円が含まれて
おります。

（4）社外役員に関する事項
①他の法人等の業務執行者、社外役員等の兼職状況（2020年３月31日現在）
区 分 氏 名 他の法人等における業務執行者、社外役員等の兼職状況

社 外 取 締 役 松 井 秀 樹 丸の内総合法律事務所共同代表弁護士
社 外 取 締 役 杉 山 正 治

社 外 取 締 役 羽 深 等
国立大学法人横浜国立大学大学院工学研究院
教授
国立大学法人横浜国立大学理工学部副学部長

機能の創生部門

社 外 監 査 役 古 河 直 純 日本ゼオン株式会社代表取締役会長

社 外 監 査 役 木 村 博 紀
朝日生命保険相互会社代表取締役社長
日本ピストンリング株式会社社外監査役
横浜ゴム株式会社社外監査役

（注）１．丸の内総合法律事務所は当社の顧問先であり、当社は同事務所に対し、弁護士報酬の支払いをしてお
ります。

２．当社は国立大学法人横浜国立大学に対し、寄附金の支払いをしております。
３．日本ゼオン株式会社は、当社株式を3,550千株（出資比率6.17％）保有しています。
４．朝日生命保険相互会社は、当社株式を3,570千株（出資比率6.21％）保有しています。また、当社
は、朝日生命保険相互会社より融資を受けております。
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②当事業年度における主な活動状況
（取締役会）
当事業年度におきましては、合計14回の取締役会を開催し、松井秀樹氏は14回中13回、杉

山正治氏は14回全てに出席し、羽深 等氏は取締役就任以降に開催された取締役会10回のう
ち9回に出席しました。古河直純氏は14回中13回、木村博紀氏は14回全てに出席しました。
各社外役員は、適宜質問を行い、意見を表明するなど、社外役員としての機能を十分発揮しま
した。
（監査役会）
当事業年度におきましては、合計７回の監査役会を開催し、古河直純氏は７回中６回、木村

博紀氏は７回全てに出席しました。各社外監査役は、監査役会で定めた監査方針に従い監査を
行うとともに、監査役会において、社外役員として公正・客観的な立場から意見を述べ、議論
を行っております。
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４．会計監査人に関する事項
（1）名称

EY新日本有限責任監査法人

（2）当事業年度における報酬等の額
①当事業年度に係る会計監査人としての報酬等 37百万円
②当社および当社子会社が会計監査人に支払うべき
金銭その他の財産上の利益の合計額 37百万円

（注）１．監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監
査内容、監査時間および監査報酬の推移ならびに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事
業年度の監査時間および報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、
会社法第399条第１項の同意を行っております。

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監
査の監査報酬の額を区分しておりませんので、上記①の金額には金融商品取引法に基づく監査の
報酬等の額を含めております。

３．当社の重要な子会社のうち、関東電化ＫＯＲＥＡ株式会社、台灣關東電化股份有限公司および関
東電化ファインプロダクツ韓国株式会社は、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けてお
ります。

（3）非監査業務の内容
非監査業務の内容は、再生可能エネルギー固定価格買取制度の減免申請に関する確認業務で

あります。

（4）解任または不再任の決定の方針
監査役会は、法令および基準等が定める会計監査人の独立性および信頼性その他職務の遂行

に関する状況等を総合的に勘案し、解任または不再任の決定を行います。
会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会

は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたしま
す。また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合
は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定し
た監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその
理由を報告いたします。
なお、取締役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断し

た場合は、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査役会に請
求し、監査役会はその適否を判断したうえで、株主総会に提出する議案の内容を決定いたしま
す。
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５．業務の適正を確保するための体制および運用状況（概要）
（1）内部統制システムの基本方針

業務の適正を確保するための体制の整備についての決議（内部統制システムの基本方針）に
ついては、以下のとおりであります。

①業務運営の基本方針
当社では、以下の経営理念を経営の拠り所とします。

【経営理念】
会社の永遠の発展を追求し、適正な利益を確保することにより、株主、ユーザー、従業員と

共に繁栄する企業を目指して豊かな社会づくりに貢献する。
これを実現するために、当社独自の技術と心のこもったサービスでユーザーの期待に応え、

誠意・創造性・迅速な対応・自然との調和をモットーに信頼される関東電化を築き上げる。
また、当社では、上記の経営理念を具体的行動に落とし込んだ以下の「行動指針」を日ごろ

の業務運営の指針とします。
【行動指針】
・お客様第一を常に考え、礼儀正しく、情熱をもって行動しよう
・法令、社内規程を遵守し、公明正大に行動しよう
・５Ｓ・ＰＤＣＡを実行し、安全で働きやすい職場環境をつくりあげよう
・自己の研鑽と後進の育成に努め、仕事のプロフェッショナルを目指そう
・創造的な技術でお客様が安心して使用できる製品を創り出そう
・豊かな社会づくりのため、環境の保全・調和に努めよう

②取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社は、コンプライアンス全体を統括する組織として、社長を委員長とし、社外弁護士も参

加する「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置します。また、化学メーカーとして重
要な課題である「安全・環境」関係の法令等については、それを専管する組織として、社長を
議長とする「ＲＣ推進会議」を設置します。
コンプライアンスの推進については、「関東電化工業グループ コンプライアンス・マニュア

ル」を制定し、役員および社員等が、それぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題として
とらえ業務運営にあたるよう、研修等を通じ、指導します。
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当社は、相談・通報体制を設け、役員および社員等が、社内においてコンプライアンス違反
行為が行われ、または行われようとしていることに気がついたときは、法務・総務部長、常勤
監査役または社外弁護士等に通報（匿名も可）しなければならないと定めます。会社は、通報
内容を秘守し、通報者に対して、不利益な扱いを行いません。取引先等外部からコンプライア
ンスについての通報を受けた場合の連絡体制も整備します。
当社は、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、同勢力からの不当要求を断固とし

て拒絶していきます。
当社は、社長直属の内部監査室を設け、業務全般の内部監査を行っていきます。

③損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、安全・環境リスクを専管する組織として、社長が議長である「ＲＣ推進会議」を設

けます。下部組織として、「安全環境保安委員会」「品質管理委員会」「物流安全委員会」を設
け、担当部門が専門的な立場から、安全・衛生面、環境面、製品安全面、物流面での監査を行
います。また、各工場において、労働安全衛生マネジメントシステムの認証を受け、労働安全
に取り組んでいきます。
当社は、リスク管理全体を統括する組織として「コンプライアンス・リスク管理委員会」を

設け、有事においては、社長を本部長とする「緊急対策本部」が統括して危機管理にあたりま
す。
なお、当社は、平時においては、各部門において、その有するリスクの洗い出しを行い、そ

のリスクの軽減等に取り組むとともに、有事においては、「有事対応マニュアル」に従い、会
社全体として対応します。

④財務報告の適正性を確保するための体制
当社は、財務報告に係る内部統制について、取締役会が定める財務報告の基本方針に基づ

き、各部門において関係する規程や業務文書等を整備するとともに、内部監査室が独立の立場
からその評価を行っていきます。
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⑤取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、定例の取締役会を毎月１回開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況

の監督等を行います。取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、当社業務を執
行する取締役・執行役員が出席する経営会議を毎月１回開催し、業務執行に関する基本的事項
および重要事項に係る意思決定を機動的に行います。また、取締役等をメンバーとする業務推
進会議を設け、絞り込んだテーマについて、時間をかけて議論を行います。
業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画および各年度予算を立案し、

全社的な目標を設定します。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行しま
す。
なお、変化の激しい経営環境に機敏に対応するため、取締役の任期を１年とします。あわせ

て、業務の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、取締役会のチェック機能を強化する
ため、執行役員制を採用します。

⑥取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、法令・社内規程に基づき、文書等の保存を行います。
また、情報の管理については、情報セキュリティに関するガイドライン、個人情報保護に関

する基本方針を定めて対応します。

⑦当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社は、コンプライアンスをはじめとする内部統制方針等を当社企業グループにおいて共有

化します。また、当社は、当社企業グループ各社にコンプライアンス推進担当者を置くととも
に、コンプライアンス・リスク管理委員会がグループ全体のコンプライアンスを統括・推進す
る体制とします。あわせて、グループ共通の「関東電化工業グループ コンプライアンス・マ
ニュアル」を策定するとともに、相談・通報体制の範囲をグループ全体とします。
関連会社の経営については、関係会社管理規程に基づき、その自主性を尊重しつつ、事業内

容の定期的な報告と重要案件についての事前協議を行います。また、当社は、当社企業グルー
プ各社に対して役員を派遣し、グループ各社の業務運営状況や内部統制状況等を確認します。
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⑧監査役の職務を補助すべき使用人およびその使用人の取締役からの独立性に関する事項
現在、監査役の職務を補助すべき使用人はいませんが、必要に応じて、監査役の業務補助の

ため監査役スタッフを置くこととし、その人事については、取締役と監査役が意見交換を行い
ます。

⑨監査役への報告体制およびその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体
制
監査役は、会長、社長とそれぞれ定期的な会合を持ち、意見交換を行います。また、監査役

は、内部監査室等の内部監査部門および当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人
から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っていきま
す。
当社および当社企業グループ各社の役員および社員等は、会社に著しい損害を及ぼすおそれ

のある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査役に報告します。また、当
社および当社企業グループ各社は、その報告を行った者に対して不利益な取扱いは行いませ
ん。
常勤監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するた

め、コンプライアンス・リスク管理委員会や経営会議などの重要な会議に出席するとともに、
主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人
にその説明を求めることとします。
当社は、監査役がその職務の執行について必要な費用の前払いまたは償還等の請求をしたと

きは、速やかに当該費用または債務を処理します。
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（2）内部統制システムの運用状況（概要）
当社の内部統制は、内部統制システムの基本方針に従い、以下のとおり運用されています。

経営理念を経営の拠り所、行動指針を日ごろの業務運営の指針としておりますが、教育も適
宜実施しています。
コンプライアンスについては、「コンプライアンス・リスク管理委員会」「ＲＣ推進会議」を

定期的に開催し、内部通報の状況を含めてその内容を取締役会に報告しています。
損失の危険の管理については、「ＲＣ推進会議」が中心となって、安全・環境のリスク管理

を行っています。その他のリスクも含めて、リスク全体を「コンプライアンス・リスク管理委
員会」が統括しています。
財務報告の適正性については、会計監査人と適切に連携しながら、内部監査室が独立の立場

から評価を行っており、その結果を取締役会に報告しています。
取締役の職務の執行の効率性については、執行役員制を導入するとともに、取締役会、経営

会議等各種会議の目的・役割・参加メンバーを適切に設定し、効率的な業務運営を行っていま
す。また、予算に基づき業績をトレースしています。
情報の保存管理については、社内規程に基づき、適切に対応しております。
当社企業グループ各社の経営については、業務内容を定期的に報告させるとともに、取締役

会に当社役員等を派遣し業務運営の適正性を確認しております。また、監査役、内部監査室が
監査等を行っています。
監査役の職務を補助すべき使用人については、専任者はおりませんが、関係部門が連携して

監査役の職務を補助しております。
監査役の監査の実効性確保については、監査上必要な情報は監査役に適切に提供されており

ます。また、監査役は、内部監査室や会計監査人と情報を共有化するとともに、会長、社長と
それぞれ適宜意見交換しております。
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６．株式会社の支配に関する基本方針
（1）当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方についての基本方針（概要）（以

下「本基本方針」といいます。）
当社は、公開会社として当社株式の自由な売買を認めております。従いまして、「当社の財

務および事業の方針の決定を支配する者」を誰にするかは、最終的には株主の皆様のご意向が
反映されるべきものと考えており、当社株券等の大規模買付行為につきましても、当社の企業
価値ひいては株主共同の利益の中長期的な確保・向上の観点から、不適切または不十分なもの
でない限り、これを否定するものではありません。
しかしながら、大規模買付者のなかには、当社取締役会や株主に対して、当該大規模買付者

が「当社の財務および事業の方針の決定を支配する者」として適切か否かを判断するための十
分な情報や時間を提供しない者もないとはいえません。また、大規模買付行為の目的等から見
て、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対して明白な侵害をもたらすものや、株主に対
して当社株券等の売却を事実上強要するもの等、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の中
長期的な確保・向上の観点から、不適切または不十分な者もないとはいえません。
以上より、当社取締役会は、大規模買付者に対して、当社が設定し事前に開示する一定のル

ール（以下「大規模買付ルール」といいます。）に従って、当該買付行為を開始するよう要請
しております。

（2）本基本方針の実現に資するための企業価値向上の取組み（概要）
当社は、経営方針として、「会社の永遠の発展を追求し、適正な利益を確保することにより、

株主、ユーザー、従業員と共に繁栄する企業を目指して豊かな社会づくりに貢献する。これを
実現するために、当社独自の技術と心のこもったサービスでユーザーの期待に応え、誠意・創
造性・迅速な対応・自然との調和をモットーに信頼される関東電化を築き上げる。」ことを掲
げております。つまり、当社は、「企業価値を高めるとともに豊かな社会づくりに貢献する」
ことを企業目標にしており、この実現のために、株主、地域社会、ユーザー、従業員等のステ
ークホルダーの皆様と良好な関係を築くことに取り組んでおります。
また、当社の企業価値の源泉は、地道な研究活動から生み出される「当社独自の技術」であ

り、その土台は、「人を大切にする企業風土」と「まじめで誠実な従業員」と考えております。
一方、1938年の会社設立以来、電解等の専門技術やノウハウ、とりわけ、高純度のフッ素を
効率よく大量に発生させるフッ酸電解技術、および、電池材料、医農薬等幅広い応用分野を持
つフッ素関連技術についての知識を蓄積し、今日に至っております。今後も、人材力を高めつ
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つ、蓄積された専門技術等を活かして「当社独自の技術」を生み出し続け、企業価値を高める
とともに豊かな社会づくりに貢献してまいりたいと考えております。

（3）本基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配される
ことを防止するための取組み（概要）
当社は、本基本方針に沿って、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の中長期的な確保・

向上を目的として、2018年６月28日開催の株主総会において、「当社株券等の大規模買付行
為への対応方針（買収防衛策）」（以下「本対応方針」といいます。）を決定し、そのなかで
「大規模買付ルール」を定めております。その骨子は、①当社は、大規模買付者に対して大規
模買付行為に関する必要かつ十分な情報の提供を求め、②当社取締役会のための一定の評価期
間を確保した上で、③当社取締役会が株主の皆様に当社経営陣の計画、代替案等の提示や、大
規模買付者との交渉を行い、④当該大規模買付行為に対し対抗措置を発動するか否かについて
原則として株主の皆様の意思を確認するための株主総会等を開催する手続を定め、かかる株主
の皆様の意思を確認する機会を確保するため、大規模買付者には、①から④の手続が完了する
まで大規模買付行為の開始をお待ちいただくことを要請する、というものです。
（注）なお、本対応方針の詳細については、当社ホームページ(https://www.kantodenka.co.jp/)で公表し

ている2018年5月15日付プレスリリース「当社株券等の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)に
関するお知らせ」をご参照ください。

（4）本対応方針が本基本方針に沿うものであること、当社の株主の共同の利益を損なうものでは
ないこと、および当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと、並びにその
理由

①本対応方針が本基本方針に沿うものであること
本対応方針は、大規模買付者が大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役

会に事前に提供すること、および当社取締役会のための一定の評価期間が経過し、株主の皆
様に当社取締役会が対抗措置をとることの是非を、原則として株主総会等において直接的に
確認した後にのみ当該大規模買付行為を開始することを求め、これを遵守しない大規模買付
者に対して当社取締役会が対抗措置を講じることがあることを明記しています。また、大規
模買付ルールが遵守されている場合であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の
中長期的な確保・向上の観点から、不適切または不十分なものと当社取締役会が判断した場
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合、原則として当社株主総会等における株主の皆様のご判断に基づいて、かかる大規模買付
者に対して対抗措置を講じることがあることを明記しています。このように本対応方針は、
本基本方針の考え方に沿って設計されたものであります。

②本対応方針が当社株主の共同の利益を損なうものではないこと
本対応方針は、本基本方針の考え方に沿って設計され、当社株主の皆様が大規模買付行為

に応じるか否かを判断するために必要な情報や当社取締役会の意見の提供、代替案の提示を
受ける機会の提供を保障し、最終的には大規模買付行為の提案を受けた時点における株主の
皆様により対抗措置の発動の是非を判断していただくことを目的としております。本対応方
針によって、当社株主および投資家の皆様は適切な投資判断を行うことができますので、本
対応方針は当社株主の共同の利益を損なうものではなく、むしろその利益に資するものであ
ります。

③本対応方針が当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと
本対応方針は、大規模買付行為を受け入れるか否かが最終的には当社株主の皆様の判断に

委ねられるべきことを大原則としつつ、当社株主共同の利益を守るために必要な範囲で大規
模買付ルールの遵守の要請や対抗措置の発動を行うものです。本対応方針は当社取締役会が
対抗措置を発動する場合を事前かつ詳細に開示しており、当社取締役会による対抗措置の発
動はかかる本対応方針に従って行われます。また、大規模買付行為に関して当社取締役会が
対抗措置をとる場合には、原則として、株主総会等を開催して株主の判断を仰ぐこととして
おり、例外的に取締役会決議限りで判断を行う場合その他本対応方針に係る重要な判断に際
しては、必要に応じて外部専門家等の助言を得るとともに、当社の業務執行を行う経営陣か
ら独立している委員で構成される特別委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するも
のとされています。このように、本対応方針には、当社取締役会による適正な運用を担保す
るための手続きも盛り込まれています。以上から、本対応方針が当社役員の地位の維持を目
的とするものでないことは明らかであります。
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７．剰余金の配当等の決定に関する方針
剰余金の配当等の決定につきましては、株主の皆様への適正な利益還元を第一義と考え、業

績の推移も勘案しながら、中長期的な事業計画に基づき、収益の向上に不可欠な設備投資資金
の確保と財務体質の強化を図りつつ、安定した配当を継続することを基本方針としておりま
す。
（注）当期の期末配当につきましては、2020年３月期の業績および経営環境などを総合的に勘案した結果、

2020年５月27日開催の取締役会にて、１株につき７円とさせていただきました。すでにお支払いして
おります中間配当を加えた１株当たりの年間配当金は、14円となります。なお、期末配当金の支払開始
日は2020年６月29日（月）となります。

（注）本事業報告中に記載の数字は、金額および株数については表示単位未満を切り捨て、その他比率等は四捨
五入により表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（単位：百万円）

科 目 当年度
（2020年３月31日現在）

前年度（ご参考）
（2019年３月31日現在） 科 目 当年度

（2020年３月31日現在）
前年度（ご参考）
（2019年３月31日現在）

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流 動 資 産 45,218 46,964 流 動 負 債 20,859 20,254
現 金 及 び 預 金 16,654 18,409 支払手形及び買掛金 6,229 7,208
受取手形及び売掛金 14,468 15,219 電 子 記 録 債 務 487 723
電 子 記 録 債 権 704 792 短 期 借 入 金 4,210 4,210
商 品 及 び 製 品 4,054 3,494 １年内返済予定の長期借入金 3,587 1,343
仕 掛 品 4,667 4,602 リ ー ス 債 務 73 57
原材料及び貯蔵品 3,136 2,982 未 払 法 人 税 等 897 1,750
そ の 他 1,602 1,489 役 員 賞 与 引 当 金 97 106
貸 倒 引 当 金 △71 △25 そ の 他 5,275 4,854

固 定 資 産 38,842 34,636 固 定 負 債 15,987 17,246
有 形 固 定 資 産 29,944 25,707 長 期 借 入 金 13,621 15,102
建 物 及 び 構 築 物 8,158 6,348 リ ー ス 債 務 140 122
機械装置及び運搬具 13,338 9,272 繰 延 税 金 負 債 3 15
土 地 2,539 2,553 役員退職慰労引当金 137 134
リ ー ス 資 産 214 180 環 境 対 策 引 当 金 26 17
建 設 仮 勘 定 2,371 4,387 退職給付に係る負債 1,956 1,805
そ の 他 3,322 2,965 そ の 他 100 49

負 債 合 計 36,846 37,501
無 形 固 定 資 産 576 419
そ の 他 576 419 （純 資 産 の 部）

株 主 資 本 45,478 41,262
投資その他の資産 8,321 8,509 資 本 金 2,877 2,877
投 資 有 価 証 券 5,337 6,568 資 本 剰 余 金 1,829 1,829
繰 延 税 金 資 産 1,843 1,411 利 益 剰 余 金 40,783 36,567
そ の 他 1,144 534 自 己 株 式 △12 △12
貸 倒 引 当 金 △3 △4 その他の包括利益累計額 555 1,700

その他有価証券評価差額金 868 1,714
為替換算調整勘定 △263 △15
退職給付に係る調整累計額 △50 2

非 支 配 株 主 持 分 1,180 1,136
純 資 産 合 計 47,214 44,100

資 産 合 計 84,061 81,601 負 債 純 資 産 合 計 84,061 81,601

2020年05月26日 19時13分 $FOLDER; 24ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



招
集
ご
通
知

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

― 24 ―

連 結 損 益 計 算 書
（単位：百万円）

科 目
当 年 度

（2019
2020

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

前年度（ご参考）
（2018

2019
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

売 上 高 53,679 55,200
売 上 原 価 37,919 38,333

売 上 総 利 益 15,759 16,867
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 8,029 7,419

営 業 利 益 7,729 9,447
営 業 外 収 益 495 458

受 取 利 息 6 6
受 取 配 当 金 206 173
為 替 差 益 － 95
試 作 品 売 却 益 177 －
雑 収 入 104 182

営 業 外 費 用 384 315
支 払 利 息 175 131
為 替 差 損 41 －
デ リ バ テ ィ ブ 評 価 損 58 23
訴 訟 関 連 費 用 － 64
雑 損 失 108 96
経 常 利 益 7,840 9,590

特 別 利 益 － 66
投 資 有 価 証 券 売 却 益 － 66

特 別 損 失 395 182
固 定 資 産 除 却 損 350 182
減 損 損 失 45 －

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 7,444 9,473
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,361 3,041
法 人 税 等 調 整 額 △58 △232
当 期 純 利 益 5,140 6,665
非 支配株主に帰属する当期純利益 119 113
親 会社株主に帰属する当期純利益 5,021 6,552
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連結株主資本等変動計算書
（2019

2020
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
2019年４月１日 残高 2,877 1,829 36,567 △12 41,262
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △805 △805
親会社株主に帰属する当期純利益 5,021 5,021
自 己 株 式 の 取 得 △0 △0
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 － － 4,215 △0 4,215
2020年３月31日 残高 2,877 1,829 40,783 △12 45,478

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純 資 産 合 計その他有価証券
評 価 差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の包括利益
累 計 額 合 計

2019年４月１日 残高 1,714 △15 2 1,700 1,136 44,100
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △805
親会社株主に帰属する当期純利益 5,021
自 己 株 式 の 取 得 △0
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） △845 △247 △52 △1,145 43 △1,101

連結会計年度中の変動額合計 △845 △247 △52 △1,145 43 3,114
2020年３月31日 残高 868 △263 △50 555 1,180 47,214
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貸 借 対 照 表
（単位：百万円）

科 目 当年度
（2020年３月31日現在）

前年度（ご参考）
（2019年３月31日現在） 科 目 当年度

（2020年３月31日現在）
前年度（ご参考）
（2019年３月31日現在）

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流 動 資 産 37,044 36,468 流 動 負 債 17,349 15,254
現 金 及 び 預 金 11,537 11,672 支 払 手 形 263 252
受 取 手 形 959 981 電 子 記 録 債 務 629 946
電 子 記 録 債 権 611 691 買 掛 金 3,233 3,690
売 掛 金 12,771 13,659 短 期 借 入 金 3,050 3,050
商 品 及 び 製 品 2,389 2,139 １年内返済予定の長期借入金 3,216 1,216
仕 掛 品 3,787 3,632 リ ー ス 債 務 58 47
原材料及び貯蔵品 2,953 2,794 未 払 金 2,032 1,461
前 払 費 用 182 154 未 払 費 用 1,063 1,074
関係会社短期貸付金 996 83 未 払 法 人 税 等 583 1,494
そ の 他 870 675 デリバティブ債務 15 19
貸 倒 引 当 金 △15 △15 預 り 金 38 50

設備関係支払手形 396 207
固 定 資 産 36,654 32,891 設備関係電子記録債務 2,710 1,669
有 形 固 定 資 産 25,331 21,662 役 員 賞 与 引 当 金 59 72
建 物 4,551 4,430
構 築 物 1,602 1,600 固 定 負 債

長 期 借 入 金
リ ー ス 債 務
退 職 給 付 引 当 金
環 境 対 策 引 当 金
そ の 他

14,522
12,612

90
1,764

5
50

15,684
13,828

83
1,706
17
49

機 械 及 び 装 置 11,399 9,666
車 両 運 搬 具 28 39
工具、器具及び備品 3,256 2,960
土 地 1,979 1,979
リ ー ス 資 産 149 130
建 設 仮 勘 定 2,362 855

負 債 合 計 31,872 30,939
無 形 固 定 資 産 533 405
ソ フ ト ウ ェ ア 528 400 （純 資 産 の 部）
そ の 他 5 5 株 主 資 本 41,060 36,855

資 本 金 2,877 2,877
投資その他の資産 10,789 10,823 資 本 剰 余 金 1,524 1,524
投 資 有 価 証 券 4,503 5,640 資 本 準 備 金 1,524 1,524
関 係 会 社 株 式 2,560 2,560 利 益 剰 余 金 36,671 32,465
関 係 会 社 出 資 金 493 70 利 益 準 備 金 436 436
関係会社長期貸付金 1,321 1,117 その他利益剰余金 36,234 32,029
従業員長期貸付金 16 10 配 当 準 備 金 371 371
長 期 前 払 費 用 102 96 別 途 積 立 金 4,608 4,608
繰 延 税 金 資 産 1,491 1,202 繰越利益剰余金 31,255 27,049
そ の 他 303 129 自 己 株 式 △12 △12
貸 倒 引 当 金 △2 △3 評価・換算差額等 766 1,565

その他有価証券評価差額金 766 1,565
純 資 産 合 計 41,827 38,421

資 産 合 計 73,699 69,360 負 債 純 資 産 合 計 73,699 69,360
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損 益 計 算 書
（単位：百万円）

科 目
当 年 度

（2019
2020

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

前年度（ご参考）
（2018

2019
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

売 上 高 47,791 50,632
売 上 原 価 34,225 35,752

売 上 総 利 益 13,565 14,879
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 6,350 5,980

営 業 利 益 7,215 8,899
営 業 外 収 益 523 361

受 取 利 息 19 4
受 取 配 当 金 236 204
為 替 差 益 － 16
試 作 品 売 却 益 177 －
雑 収 入 90 136

営 業 外 費 用 338 289
支 払 利 息 141 119
為 替 差 損 33 －
デ リ バ テ ィ ブ 評 価 損 58 23
訴 訟 関 連 費 用 － 64
雑 損 失 105 82
経 常 利 益 7,400 8,971

特 別 利 益 － 66
投 資 有 価 証 券 売 却 益 － 66

特 別 損 失 443 203
固 定 資 産 除 却 損 398 203
減 損 損 失 45 －

税 引 前 当 期 純 利 益 6,956 8,834
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,897 2,716
法 人 税 等 調 整 額 48 △108
当 期 純 利 益 5,010 6,226
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株主資本等変動計算書
（2019

2020
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合 計資 本

準備金
資 本
剰余金
合 計

利 益
準備金

その他利益剰余金 利 益
剰余金
合 計

配 当
準備金

別 途
積立金

繰越利益
剰 余 金

2019年４月１日 残高 2,877 1,524 1,524 436 371 4,608 27,049 32,465 △12 36,855
事 業 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △805 △805 △805
当 期 純 利 益 5,010 5,010 5,010
自 己 株 式 の 取 得 △0 △0
株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 － － － － － － 4,205 4,205 △0 4,205
2020年３月31日 残高 2,877 1,524 1,524 436 371 4,608 31,255 36,671 △12 41,060

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

2019年４月１日 残高 1,565 1,565 38,421
事 業 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △805
当 期 純 利 益 5,010
自 己 株 式 の 取 得 △0
株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） △799 △799 △799

事業年度中の変動額合計 △799 △799 3,406
2020年３月31日 残高 766 766 41,827
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書
2020年5月25日

関東電化工業株式会社
取 締 役 会 御 中

EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 米 村 仁 志 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 本 多 茂 幸 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、関東電化工業株式会社の2019年4月1日から2020

年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資
本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、関東電化工業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
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は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の
基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監
査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計
算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求めら
れている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに
連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任があ
る。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以 上
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会計監査人の監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書
2020年5月25日

関東電化工業株式会社
取 締 役 会 御 中

EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 米 村 仁 志 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 本 多 茂 幸 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、関東電化工業株式会社の2019年4月1日から

2020年3月31日までの第113期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
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断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の
基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等
の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算
書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書謄本

監 査 報 告 書
当監査役会は、2019年4月1日から2020年3月31日までの第113期事業年度の取締役の職務の執行に関

して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いた
します。

1.監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1)監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受
けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求めました。
(2)各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、
内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、
以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び
財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通
及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会
社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議
に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、監査役会が定めた内部統制システムに
係る監査の実施基準に準拠し、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報
告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
③事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針及び同号ロの各取組みについて
は、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会
計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号
に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整
備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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2.監査の結果
(1)事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま
す。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められませ
ん。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システ
ムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ
ん。
④事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条
第3号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではな
く、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

(2)計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3)連結計算書類の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2020年5月25日

関東電化工業株式会社 監査役会
常勤監査役 鈴 木 洸 ㊞
常勤監査役 浦 本 邦 彦 ㊞
監査役（社外監査役） 古 河 直 純 ㊞
監査役（社外監査役） 木 村 博 紀 ㊞

以 上
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株主総会参考書類

議案および参考事項

第１号議案 取締役９名選任の件
取締役全員(９名)は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役９名(うち

社外取締役３名)の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況 所有する当社

の株式の数

１
長谷
は せ が わ
川 淳

じゅんいち
一

（1958年11月11日生）
重任

2000年１月 当社入社
2004年７月 当社営業本部精密化学品第２部長
2007年６月 当社執行役員営業本部精密化学品第２部長
2009年６月 当社取締役執行役員営業本部長
2011年１月 当社取締役執行役員営業本部長兼精密化学品

第１部長
2011年６月 当社取締役執行役員、科地克(上海)貿易有限

公司董事長兼総経理
2015年６月 当社代表取締役社長
2019年 6 月 当社代表取締役社長兼事業本部長(現任)

(担当：内部監査室、統括業務部)
■取締役候補者とした理由
長谷川淳一氏は、営業部門ならびに海外子会社における
長年の経験と取締役としての経験があり、当社の経営全
般に関する幅広い識見があることから取締役候補者とい
たしました。

32,900株
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況 所有する当社

の株式の数

２
石
い し い
井 冬

ふ ゆ ひ こ
彦

（1958年12月10日生）
重任

1981年４月 当社入社
2002年４月 当社渋川研究所長
2005年６月 当社新製品開発本部新製品開発推進部長
2007年６月 当社執行役員、関東電化KOREA株式会社代表

理事
2009年６月 当社執行役員営業本部精密化学品第２部長
2012年４月 当社執行役員新製品開発本部研究統括部長
2014年４月 当社執行役員新製品開発本部開発営業部長
2015年６月 当社執行役員、科地克(上海)貿易有限公司董

事長兼総経理
2017年４月 当社執行役員、科地克(上海)貿易有限公司董

事長
2017年６月 当社取締役執行役員技術本部長
2019年６月 当社取締役常務執行役員技術本部長兼新製品

開発本部長(現任)
(担当：資材部)

■取締役候補者とした理由
石井冬彦氏は、新製品開発部門、営業部門ならびに海外
子会社における長年の経験と取締役としての経験があり、
当社の経営全般に関する幅広い識見があることから取締
役候補者といたしました。

8,700株

３
矢
や じ ま
島 武

た け あ き
明

（1963年４月20日生）
重任

1987年４月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)
入行

2003年３月 株式会社みずほ銀行鳥取支店長
2005年５月 同行コンサルティング業務部次長
2008年４月 同行支店部次長
2010年４月 同行支店部第八ユニット部長
2012年４月 同行立川支店長
2014年４月 同行営業店業務第二部長
2015年４月 同行東京営業部東京営業第一部長
2018年６月 当社顧問
2018年６月 当社取締役執行役員(現任)

(担当：経営企画部、海外事業推進部)
■取締役候補者とした理由
矢島武明氏は、金融機関における長年の経験と当社取締
役としての経験があり、財務および会計に関する相当程
度の知見と当社の経営全般に関する幅広い識見があるこ
とから取締役候補者といたしました。

2,300株
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況 所有する当社

の株式の数

４
山
や ま ぐ ち
口 安

や す な り
成

（1965年８月１日生）
重任

1990年４月 当社入社
2009年４月 当社渋川工場第１製造部長
2013年６月 当社経営企画部長
2015年６月 当社執行役員水島工場長
2019年 6 月 当社取締役執行役員渋川工場長
2019年11月 当社取締役執行役員渋川工場長兼渋川工場生

産技術部長(現任)
■取締役候補者とした理由
山口安成氏は、工場運営を含む技術部門ならびに経営企
画部門における長年の経験と取締役としての経験があり、
当社の経営全般に関する幅広い識見があることから取締
役候補者といたしました。

3,600株

５
新
に い み
美 和

か ず き
生

（1960年９月22日生）
新任

1984年４月 朝日生命保険相互会社入社
2006年４月 同社財務ユニットゼネラルマネージャー
2010年４月 同社経理ユニットゼネラルマネージャー
2013年４月 同社債券運用ユニットゼネラルマネージャー
2015年４月 同社証券運用部長
2016年４月 同社主計部長
2020年４月 同社主計部担当部長
2020年６月 当社顧問(現任)
■取締役候補者とした理由
新美和生氏は、金融機関における長年の経験があり、財
務および会計に関する相当程度の知見と経営全般に関す
る幅広い識見があることから取締役候補者といたしまし
た。

0株

６
阿
あ べ
部 友

ゆ う き
紀

（1969年１月21日生）
新任

1991年４月 当社入社
2009年６月 関東電化KOREA株式会社代表理事
2012年４月 当社営業本部精密化学品第２部長
2018年６月 当社執行役員大阪支店長(現任)
■取締役候補者とした理由
阿部友紀氏は、営業部門ならびに当社関係会社における
長年の経験があり、当社の経営全般に関する幅広い識見
があることから取締役候補者といたしました。

0株
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況 所有する当社

の株式の数

７
松
ま つ い
井 秀

ひ で き
樹

（1962年７月９日生）
重任
社外

1987年４月 弁護士登録
1987年４月 丸の内総合法律事務所入所
2006年10月 株式会社カネボウ化粧品社外監査役
2011年９月 丸の内総合法律事務所共同代表弁護士(現任)
2015年６月 当社社外取締役(現任)
■重要な兼職の状況
丸の内総合法律事務所共同代表弁護士

■社外取締役候補者とした理由
松井秀樹氏は過去に社外役員となること以外の方法で会
社経営に関与したことはありませんが、同氏は弁護士と
して企業法務に長く携わっており、その経験と幅広い識
見を当社の経営に活かしていただくために社外取締役候
補者といたしました。

0株

８
杉
す ぎ や ま
山 正

ま さ は る
治

（1954年６月20日生）
重任
社外

1979年11月 監査法人第一監査事務所(現EY新日本有限責任
監査法人)入所

1983年８月 公認会計士登録
2002年５月 同監査法人代表社員(現シニアパートナー)
2008年８月 同監査法人社員評議会評議委員
2010年８月 同監査法人監査委員
2013年８月 同監査法人監査委員長
2014年８月 同監査法人社員評議会副議長
2016年６月 当社社外取締役(現任)
■社外取締役候補者とした理由
杉山正治氏は過去に社外役員となること以外の方法で会
社経営に関与したことはありませんが、同氏は公認会計
士として企業会計に長く携わっており、その経験と幅広
い識見を当社の経営に活かしていただくために社外取締
役候補者といたしました。

0株
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況 所有する当社

の株式の数

９
羽
は ぶ か
深 等

ひとし

（1957年３月25日生）
重任
社外

1981年４月 信越化学工業株式会社入社
2000年３月 同社退社
2000年４月 横浜国立大学(現国立大学法人横浜国立大学)工

学部物質工学科 助教授
2002年４月 同大学大学院工学研究院 機能の創生部門 教

授(現任)
2017年４月 同大学理工学部副学部長(現任)
2019年６月 当社社外取締役(現任)
■重要な兼職の状況
国立大学法人横浜国立大学大学院工学研究院 機能の創生
部門 教授
国立大学法人横浜国立大学理工学部副学部長

■社外取締役候補者とした理由
羽深 等氏は信越化学工業㈱での勤務ならびに他社にお
ける技術顧問や客員研究員等の経験があります。また、
研究開発に長く携わっており、その経験と幅広い識見を
当社の経営に活かしていただくために社外取締役候補者
といたしました。

0株

（注）１．松井秀樹、杉山正治、羽深 等の各氏は、社外取締役候補者であります。また、各氏は、東京証券取
引所の定めに基づく独立役員候補者であります。

２．松井秀樹氏は、当社が法律顧問契約を締結している「丸の内総合法律事務所」に所属しており、当社
は同事務所に対し、弁護士報酬の支払いをしておりますが、その額は2020年３月期で7百万円程度で
あり、当社および同事務所のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではありません。

３．杉山正治氏は、当社の会計監査人である「EY新日本有限責任監査法人」に所属しておりましたが、
2016年６月で同監査法人を退社しております。当社は同監査法人に対し、監査報酬等の支払いをし
ておりますが、その額は2020年３月期で37百万円程度であり、当社および同監査法人のいずれにと
っても同氏の独立性に影響を与えるものではありません。なお、同氏は当社の監査を担当したことは
ありません。

４．羽深 等氏は、当社が共同研究契約を締結している「国立大学法人横浜国立大学」に所属しており、
当社は同大学に対し、寄附金の支払いをしておりますが、その額は2020年３月期で1百万円であり、
当社および同大学のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではありません。

５．当社は、松井秀樹、杉山正治、羽深 等氏との間で、会社法第427条第１項に基づき、法令の定める
限度まで社外取締役の責任を限定する契約を締結しておりますが、各氏が社外取締役に選任され就任
した場合、引き続き同様の契約を継続する予定です。

６．社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって、松井秀樹氏が５年、杉山正治氏が４年、
羽深 等氏が１年となります。
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第２号議案 監査役４名選任の件
監査役全員(４名)は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役４名の選

任をお願いするものであります。
監査役候補者は、次のとおりであります。なお、本議案の提出につきましては、あらかじ

め監査役会の同意を得ております。
候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位および重要な兼職の状況 所有する当社

の株式の数

１
鈴
す ず き
木 洸

たかし

（1952年12月２日生）
重任

1976年４月 当社入社
2002年10月 当社渋川工場第２製造部長
2005年７月 当社技術本部生産品質管理部長
2006年６月 当社渋川工場次長兼第３製造部長
2007年６月 当社執行役員渋川工場次長兼第３製造部長
2008年10月 当社執行役員渋川工場次長兼第３製造部長兼

生産技術部長
2009年４月 当社執行役員渋川工場次長
2009年６月 当社執行役員渋川工場長
2011年６月 当社取締役執行役員渋川工場長
2013年６月 当社取締役常務執行役員技術本部長
2014年４月 当社取締役常務執行役員技術本部長兼新製品

開発本部長
2015年６月 当社顧問、関電興産株式会社代表取締役社長
2019年６月 当社常勤監査役(現任)
■監査役候補者とした理由
鈴木 洸氏は、工場運営を含む技術部門、研究開発部門
ならびに当社子会社における長年の経験と当社取締役な
らびに監査役としての経験があり、当社の経営全般に関
する幅広い識見があることから監査役候補者といたしま
した。

24,500株

２
浦
う ら も と
本 邦

く に ひ こ
彦

(1959年8月24日生)
重任

1982年４月 朝日生命保険相互会社入社
2002年12月 当社入社
2008年４月 当社人事総務部長
2011年６月 当社執行役員人事総務部長
2017年６月 当社上席執行役員法務・総務部長
2018年６月 当社常勤監査役(現任)
■監査役候補者とした理由
浦本邦彦氏は、当社人事および法務・総務部門(ＩＲを含
む)における長年の経験と当社監査役としての経験があり、
財務、会計、法務に関する相当程度の知見と当社の経営
全般に関する幅広い識見があることから監査役候補者と
いたしました。

10,100株
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位および重要な兼職の状況 所有する当社

の株式の数

３
古
ふ る か わ
河 直

な お ず み
純

(1944年12月22日生)
重任
社外

1967年４月 日本ゼオン株式会社入社
1997年６月 同社取締役
1999年６月 同社常務取締役
2001年６月 同社専務取締役
2002年６月 同社代表取締役専務
2003年６月 同社代表取締役社長
2006年６月 横浜ゴム株式会社社外監査役
2013年６月 日本ゼオン株式会社代表取締役会長(現任)
2014年３月 横浜ゴム株式会社社外取締役
2015年６月 当社社外監査役(現任)
■重要な兼職の状況
日本ゼオン株式会社代表取締役会長

■社外監査役候補者とした理由
古河直純氏は、化学メーカーの経営に長く携わっており、
その経験と幅広い識見を当社の監査に反映していただく
ために社外監査役候補者といたしました。

0株

４
池
い け だ
田 健

け ん い ち
一

(1962年12月23日生)
新任
社外

1986年４月 朝日生命保険相互会社入社
2011年４月 同社事務・システム統括部門保険金ユニット

ゼネラルマネージャー
2014年４月 同社営業企画部門商品開発ユニットゼネラル

マネージャー
2015年４月 同社商品開発部長
2016年４月 同社営業企画部長
2017年４月 同社執行役員営業企画部 商品開発部担当
2019年４月 同社執行役員営業企画部 マーケティング統括

部 商品開発部担当
2020年４月 同社執行役員リスク管理統括部 コンプライア

ンス統括部担当(現任)
■重要な兼職の状況
朝日生命保険相互会社執行役員

■社外監査役候補者とした理由
池田健一氏は、金融機関における長年の経験と幅広い識
見を有しており、それを当社の監査に反映していただく
ために社外監査役候補者といたしました。

0株

（注）１．古河直純、池田健一の両氏は、社外監査役候補者であります。また、両氏は、東京証券取引所の定め
に基づく独立役員候補者であります。

２．当社は、古河直純氏との間で、会社法第427条第1項に基づき、法令の定める限度まで社外監査役の
責任を限定する契約を締結しておりますが、同氏が社外監査役に選任され就任した場合、引き続き同
様の契約を継続する予定です。また、池田健一氏が社外監査役に選任され就任した場合、当社は、同
氏との間で、会社法第427条第1項に基づき、法令の定める限度まで社外監査役の責任を限定する契
約を締結する予定です。

３．社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって、古河直純氏が５年となります。
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第３号議案 補欠監査役１名選任の件
本総会開始の時をもって、2016年６月29日開催の第109回定時株主総会において選任さ

れました補欠監査役川俣尚高氏の選任の効力が失効いたしますので、法令に定める監査役の
員数を欠くことになる場合に備え、改めて補欠監査役１名の選任をお願いするものでありま
す。
なお、本選任の効力は、定款第31条により、選任後４年以内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとなります。また、本選任の効力は、就任
前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができる
ものといたします。
補欠監査役の候補者は、次のとおりであります。なお、本議案の提出につきましては、あ

らかじめ監査役会の同意を得ております。
　

氏 名
（生年月日） 略歴、地位および重要な兼職の状況 所有する当社

の株式の数

川
か わ ま た
俣 尚

な お た か
高

(1965年5月1日生)

1994年４月 弁護士登録
1994年４月 丸の内総合法律事務所入所
2015年４月 最高裁判所司法研修所民事弁護教官
2016年６月 トレックス・セミコンダクター株式会社社外取締

役(現任)
2017年６月 日本製粉株式会社社外取締役(現任)
2019年11月 司法試験考査委員(民法)(現任)
■重要な兼職の状況
丸の内総合法律事務所弁護士
トレックス・セミコンダクター株式会社社外取締役
日本製粉株式会社社外取締役
司法試験考査委員(民法)

■補欠の社外監査役候補者とした理由
川俣尚高氏は、弁護士として専門知識・経験等を有し、企業
法務に精通していることから、補欠の社外監査役候補者とい
たしました。

0株

（注）１．川俣尚高氏は、当社が法律顧問契約を締結している「丸の内総合法律事務所」に所属しており、当社
は同事務所に対し、弁護士報酬の支払いをしておりますが、その額は2020年3月期で7百万円程度で
あり、当社および同事務所のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではありません。

２．川俣尚高氏は、補欠の社外監査役として選任するものであります。
３．法令に定める監査役の員数を欠き川俣尚高氏が社外監査役に就任した場合、当社は、同氏との間で、
会社法第427条第1項に基づき、法令の定める限度まで社外監査役の責任を限定する契約を締結する
予定であります。
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第４号議案 取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件
１．提案の理由および当該報酬制度を相当とする理由

当社の取締役の報酬は、固定報酬および業績連動報酬(賞与)で構成されていますが、本議
案は、取締役(下記のとおり社外取締役を除きます。)を対象に、新たに株式報酬制度(以下、
「本制度」といいます。)を導入することについてご承認をお願いするものです。なお、その
詳細につきましては、下記２．の枠内で取締役会にご一任いただきたく存じます。
本制度は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変

動による利益･リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の
増大に貢献する意識を高めることを目的としており、当該報酬制度は相当であると考えてお
ります。
本議案は、2007年６月28日開催の第100回定時株主総会においてご承認いただきました

取締役の報酬(月額24百万円以内の月額報酬)および所定の算式(年額80百万円を上限とし
て、当事業年度の当社経常利益の0.8％。ただし、当事業年度の当社経常利益が10億円未満
の場合は支給しません。)に従って計算される賞与(いずれも、使用人分給与は含みません。)
とは別枠で、新たな株式報酬を、本定時株主総会終結日の翌日から2025年６月の定時株主
総会終結の日までの５年間(以下、「対象期間」といいます。)の間に在任する取締役(社外取締
役を除きます。以下も同様です。)に対して支給するというものです。
なお、第１号議案「取締役９名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、本制度の対象

となる取締役は６名となります。

２．本制度における報酬等の額・内容等
（１）本制度の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」といいます。)

が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本
信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度です。
なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。
① 本制度の対象者 当社取締役(社外取締役を除く。)

② 対象期間 本定時株主総会終結日の翌日から2025年6月の
定時株主総会終結の日まで
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③
②の対象期間において、①の対象者に交付す
るために必要な当社株式の取得資金として当
社が拠出する金銭の上限

合計金70百万円

④ 当社株式の取得方法 取引所市場(立会外取引を含む。)から取得する
方法

⑤ ①の対象者に付与されるポイント総数の上限 1事業年度あたり20,000ポイント

⑥ ポイント付与基準 役位等に応じたポイントを付与

⑦ ①の対象者に対する当社株式の交付時期 原則として退任時

（２）当社が拠出する金銭の上限
本信託の当初の信託期間は約５年間とし、当社は、対象期間中に、本制度に基づき取締役

に交付するために必要な当社株式の取得資金として、合計金70百万円を上限とする金銭を対
象期間中に在任する取締役に対する報酬として拠出し、一定の要件を満たす取締役を受益者
として本信託を設定します。本信託は、当社が信託した金銭を原資として、当社株式を取引
所市場(立会外取引を含みます。)から取得する方法により、取得します。

注：当社が実際に本信託に信託する金銭は、上記の当社株式の取得資金のほか、信託報酬、信託管理人
報酬等の必要費用の見込み額を合わせた金額となります。

なお、当社の取締役会の決定により、対象期間を５年以内の期間を都度定めて延長すると
ともに、これに伴い本信託の信託期間を延長し(当社が設定する本信託と同一の目的の信託に
本信託の信託財産を移転することにより、実質的に信託期間を延長することを含みます。以
下も同様です。)、本制度を継続することがあります。この場合、当社は、当該延長分の対象
期間中に、本制度により取締役に交付するために必要な当社株式の追加取得資金として、当
該延長分の対象期間の年数に金14百万円を乗じた金額を上限とする金銭を本信託に追加拠出
し、下記(３)のポイント付与および当社株式の交付を継続します。
また、上記のように対象期間を延長せず本制度を継続しない場合であっても、信託期間の

満了時において、既にポイントを付与されているものの未だ退任していない取締役がある場
合には、当該取締役が退任し当社株式の交付が完了するまで、本信託の信託期間を延長する
ことがあります。

（３）取締役に交付される当社株式の算定方法および上限
① 取締役に対するポイントの付与方法等
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当社は、当社取締役会で定める株式交付規程に基づき、各取締役に対し、信託期間中
の株式交付規程に定めるポイント付与日において、役位等に応じたポイントを付与しま
す。
ただし、当社が取締役に対して付与するポイントの総数は、1事業年度あたり20,000

ポイントを上限とします。

② 付与されたポイントの数に応じた当社株式の交付
取締役は、上記①で付与されたポイントの数に応じて、下記③の手続に従い、当社株

式の交付を受けます。
なお、１ポイントは当社株式１株とします。ただし、当社株式について、株式分割・

株式併合等、交付すべき当社株式数の調整を行うことが合理的であると認められる事象
が生じた場合には、かかる分割比率・併合比率等に応じて、合理的な調整を行います。

③ 取締役に対する当社株式の交付
各取締役に対する上記②の当社株式の交付は、各取締役がその退任時において、所定

の受益者確定手続を行うことにより、本信託から行われます。
ただし、このうち一定の割合の当社株式については、源泉所得税等の納税資金を当社
が源泉徴収する目的で本信託において売却換金したうえで、当社株式に代わり金銭で交
付することがあります。また、本信託内の当社株式について公開買付けに応募して決済
された場合等、本信託内の当社株式が換金された場合には、当社株式に代わり金銭で交
付することがあります。

（４）議決権行使
本信託内の当社株式に係る議決権は、当社および当社役員から独立した信託管理人の指図

に基づき、一律に行使しないことといたします。かかる方法によることで、本信託内の当社
株式に係る議決権の行使について、当社経営への中立性を確保することを企図しておりま
す。

（５）配当の取扱い
本信託内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に係る

受託者の信託報酬等に充てられます。
以 上
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馬場先濠

二重橋前駅
大手町駅都営地下鉄三田線

東京メトロ千代田線

東京メ
トロ丸

ノ内線

岸本
ビル

丸の内
三井ビル 東京海上

日動ビル
丸の内
仲通りビル

丸の内
二丁目ビル

三菱ビル

JPタワー

本館 新館

丸ビル

東京駅

新丸ビル

丸の内口

神田

三
菱
商
事
ビ
ル 行

幸
通
り

郵
船
ビ
ル

和田倉濠和田倉門

JR東京駅
有楽町

株主総会会場ご案内図
東京都千代田区丸の内二丁目３番２号
郵船ビルディング５階（当社本店会議室）
電話（代表）：03-4236-8801

・交通 ＪＲ各線・東京メトロ丸ノ内線「東京駅」M4出口（徒歩２分）
東京メトロ千代田線「二重橋前駅」7番出口（徒歩１分）
都営三田線「大手町駅」7番出口（徒歩１分）
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